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③厚生労働省
※厚生労働省HP(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金)に最新情報を掲載します。
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小学校等の臨時休業等に伴い､子どもの世話を行うために､契約した仕事

ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給します！

【支援の内容】

○令和2年z月ユア曰から三月31日の間において、

※春休み等､小学校等が開校する予定のなかった日等を除きます

【申請期間】

○令和Z年s月18日から6月30日までです。

【支援の対象となる方】※（1）～（4）のいずれにも該当する方が対象
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1）保護者であること

○親権者､未成年後見人､その他の者（里親､祖父母等）であって､子どもを現に監
護する者が対象となります。

○上記のほか､子どもの世話を一時的に補助する親族を含みます。
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司どもの世話を行うこと①又は②0
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①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
○「臨時休業等」とは

／新型コロナウイルス感染症に関する対応として、 ＼

・小学校等が臨時休業した場合
・自治体や放課後児菫クラブ､保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼
があった場合をいいます。
なお､保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。（※ただし､学校長

Kが新型コロナウイルスに関連して特別に欠席を認める場合は対象となります｡）ノ、 ノ

○「小学校等」とは

／・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校（幼稚園又は小学校の課程に、
類する課程を置くものに限る。）、特別支援学校（全ての部）

★障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高
等学校、各種学校（高等学校までの課程に類する課程）等も含む。

・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、

、子どもの一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等ノ、ナ色画四一p可MMe愚源かり寺迂何つ＝幸、I)旱吉元四浬ﾘﾂw又転包1丁。"哩箇又壽ノ

②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれの
ある､小学校等に通う子ども
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・新型コロナウイルスに感染した者
・発熱等の風邪症状が見られる者
・新型ゴロナウイルスに感染した者の濃厚接触者

令和2年3月18日作成




